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研究成果の概要： 

本研究は、社会的参画機会の剥奪が生活困難を形成するという社会的排除の観点から、特定
地域に集中した生活困難が諸要因の複合的相互作用の結果として生じるという理解にたつ。外
国人労働者の集住地（美濃加茂市、可児市、浜松市、横浜市）での調査を通してその検証を試
みた。外国人労働者としての就業条件に規定された不安定な生活基盤は生活課題を複合化させ
ているが、その支援は生活への包括的支援ではなく「不安定定住」化が進行している。 
 

交付額 

                               （金額単位：円） 

 直接経費 間接経費 合 計 

2005年度 700,000 0 700,000 

 2006年度 800,000 0 800,000 

2007年度 1,100,000 330,000 1,430,000 

2008年度 800,000 240,000 1,040,000 

  年度    

総 計 3,40,000 570,000 3,970,000 

 
 

研究分野：社会科学 

科研費の分科・細目：社会学・社会福祉学 

キーワード：外国人労働者、定住化、不安定定住、多文化共生政策、移民政策 

 
１．研究開始当初の背景 

研究を進めるにあたり、具体的な調査対象
地域の設定が課題となったが、当初は、大都
市インナーシティ地区における複合的多問
題地域の調査対象地域として横浜エリアを
想定し、また地方都市圏での複合的多問題地
域の調査対象地域として美濃加茂市を想定
した。 

圏域中心市である美濃加茂市では工業地
域での労働力確保のために多くの外国人労
働者が雇い入れられ、外国人比率が全国でも
高率の地域であった。外国籍住民の定住化は、
既存の体制では十分かつ即応の困難な新た

な課題を惹起するものとして調査を開始し
た。 
開始当時には日系ブラジル人などの外国

人労働者の特定地域への集住、定住化の進展
がみられ、住宅、教育、医療などの個別の生
活困難は知られていたが、かれらを生活者と
して位置づけた福祉的観点からの支援への
関心は低かった。 

 

２．研究の目的 

本研究の目的は、地域内に独自の課題が存
在することについてはすでに社会的認知を
受けている地域にもかかわらず、従来の公
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的・制度的な社会福祉の枠組みの課題を超え
るものとして、政策的な課題とは十分に社会
的な認知をされていない、いわば潜在的事象
への福祉的な観点からの支援アプローチの
必要性を明らかにすることを課題とするも
のである。その検討を基礎自治体における外
国人労働者の集住化を事例に検討する。 

具体的には、「複合的多問題地域」「集合的
生活困難」という概念を提起し、特定地域に
集中した生活困難問題が、諸要因の複合的相
互作用の結果として生じているものである
との理解にたち、その複合的な構造の解明を
就業、教育、居住、政治・地域への参加、移
動や行政サービスへのアクセスの困難に着
目した社会的排除という観点から試みるこ
とを課題として設定した。 

この視点は社会的参画機会の剥奪が生活
困難を形成するという観点にたつものであ
る。複合的多問題地域における集合的生活困
難の解決に向けての、ボランタリーな個人な
いし集団・組織を担い手とした支援の場の形
成の可能性および、多様な属性を持つ人びと
が互いに排除することのないコミュニティ
形成のあり方を探ることを課題とした。 

 

３．研究の方法 

(1)分析の視点 

 外国人労働者が日本社会のなかで暮らし
ていくためには、教育、住宅、医療などの諸
サービスを利用しなければ、十分な社会生活
は営めない。かれらへの支援において生活福
祉的視点にたった取り組みが必要である。生
活福祉とは「公的領域（＝政府）、市場のい
ずれとも異なり、生活者＝市民の生活の共同
関係の中に主体的・自発的に生み出された生
活問題解決の方策を総称するもの」（朝倉美
江）である。本研究では、この意味での生活
課題に対する生活福祉的視点を分析視角と
して据え、支援の可能性を探求した。 

 

(2)ヒアリング調査およびアンケート調査―
の位置づけ― 

岐阜県美濃加茂市、可児市を調査対象地と
し、行政、関係諸団体、日系ブラジル人など
へのヒアリング調査を行った上で、地域にみ
られる公的・制度的な社会福祉の枠組みに収
まらない生活課題を明らかにし、その支援の
あり方を探るために日系ブラジル人へのア
ンケート形式による調査（ポルトガル語の調
査票を使用）を実施した。また外国人集住都
市として先駆的な支援活動の取り組みがみ
られる浜松市などで、また多文化政策や民間
団体による外国人労働者支援活動が活発な
韓国（ソウル特別市、安山市、天安市）にお
いてヒアリング調査を実施している。 

 
４．研究成果 

(1)外国人労働者をめぐる生活問題の特質 
外国人労働者をめぐる生活問題の特質は、

第１に、それが労働問題から派生していると
いう点であり、第２に、地域性をともなった
集合的な現象として見られる点である。具体
的には、日系人が非常に多く、一部地域に集
住し、働いているという状況である。第 3に、
集住化に伴い生じる生活課題は複合的な構
造を持つという点である。 

 

(2)実態調査対象地の概要 

実態調査の対象地とした岐阜県には、2007

年には 57,250 人が外国人登録を行っている。
主な国籍は、ブラジル 20,912 人、中国 17,069

人、フィリピン 8,176 人、韓国 5,971 人、ペ
ルー1,185 人の順となっている。また県内の
地域別でブラジル人が多いのは、岐阜、西濃、
中濃、東濃、飛騨の５圏域のうちの西濃と中
濃が多く、それぞれ 29.5％、50.4％で約８割
を占めている。西濃圏域では大垣市だけで同
圏域の８割弱を占めている。中濃圏域では隣
接した美濃加茂市と可児市とで同圏域の８
割以上を占めている。これらの地域は、自動
車関連の下請企業、電気機器製造現場などが
多く、業務請負会社や人材派遣会社の社員と
して間接雇用形態で働いている。 

美濃加茂市の 2008 年４月１日時点での外
国人登録者の総数は 5,927 人であり、市の総
人口 55,083 人の 10.8％であり、最も多いブ
ラジル国籍の者は 3,706 名である。また可児
市では外国人登録者の総数が 7,244 人であり、
市の総人口 102,856 人の 7.0％であり、最も
多いブラジル国籍の者は 4,851 名である。登
録者数では可児市が美濃加茂市を上回って
いるが、外国人割合では美濃加茂市が可児市
を上回っている。 

 

(3)アンケート調査結果 

アンケート調査は 2008 年 3 月から 4 月に
かけて実施した。フェース項目 27、及び質問
項目 46 をポルトガル語に翻訳して実施し、
151 名の回答を得ることができた（配票数：
443、回収率：34.1％）。なお調査にあたって
はブラジル人の所在の把握が困難なため、ブ
ラジル人の当事者組織であるＮＰＯ法人、日
系ブラジル人の医療通訳を配置した総合病
院、多文化共生型の認可外保育施設の協力に
よる３ルートを通じて配票した。したがって、
本調査結果では回答者には比較的生活面で
安定し、定住化傾向にある回答者が多いとい
う偏りがみられる。調査の結果明らかになっ
たのは以下の点である。 

 

①就労は、自動車、電機関係の製造業で、約
８割が間接雇用である。就労期間は２年以上
５年未満がもっとも多く３割弱であるが、1

年未満の者が 4 分の１であり、2 年未満の者



 

 

でも 4 割と就労期間は短い。 

②住宅は、自己契約の者が５割弱、派遣会社
の寮・社宅は３割である。住宅の種類は家族
形態と関わり、夫婦と子どもの５割が自己契
約しており、居住の安定を図っている。 

 

③日本での居住年数は５年以上の者７割以
上、現在地での居住年数でも４割であり、定
住化傾向にある。 

 

④家族の呼び寄せ、ないしは結婚による家族
形成が行われている。本調査の回答者では単
身者は 9.3%に過ぎず、もっとも多いのが夫
婦と子どもによる核家族であり、53.6%を占
めている。 

 

⑤日本滞在についての考え方では、約３割は
帰国の意図をもっている。しかし、帰国の計
画をもっている者でも在住期間 10 年以上の
者が 7 割弱おり、日本での定住はまったく考
えていないと回答した者でも、5 年以上滞在
している者が 8 割を占めている。意図せざる
定住化が進み、「不安定定住層」（朝倉美江）
を形成している。 

 

⑥生活面での心配は、仕事が継続して得られ
るかどうかと回答している者がもっとも多
く４割である。それに次ぐのが健康のことの
３割強である。不安定定住を反映した意識で
ある。 

 

⑦来日後の生活の変化では、生活にゆとりが
できたなど経済的な生活の改善をあげてい
る者が７割である。しかし、家族で過ごす時
間がなくなったと考えている者も２割弱い
る。 

 

⑧社会関係では、近所の住民との関わりは４
割強が挨拶程度の関係であり、相談のできる
日本人の友人・知人はいないと回答している
者が４割である。 

 

⑨利用したことのある社会サービスでは、子
どものための医療・福祉サービスがもっとも
多く６割近い。妊娠出産も４割である。 

 

⑩日本の健康保険編加入では９割が加入し
ている。しかし年金加入は４割である。 

 

⑪日本語能力は聞く・話すではできないと回
答した者はわずかであるが、読むは２割が、
書くでは２割５分ができないと回答してい
る。子どもの子育てに関わって、「日本語が
わからないから子どもの勉強を見ることが
できない」と回答した者が２割弱いる。 

 

⑫日本社会に望むことでは、「われわれも日

本人と同様に税金を払っているのだから日
本人と同じ権利がないのは不公平だ」に７割
以上が回答しており、「ブラジル人に対する
偏見を持たずに一人の人間として付き合っ
て欲しい」との回答者が３割弱いる。 

 

(4)考察 

本研究では、外国籍住民としての不安定な
生活基盤のもとに定住化が進展しているこ
と、しかし定住にともなう生活諸課題への支
援のあり方は課題に応じた個別支援となり
がちで包括的な支援となっていないこと、結
果として「不安定定住」という状況が生じて
いることを明らかにした。外国人労働者は外
国人集住都市において、地域の経済基盤を支
える上で無視することのできない役割を果
たしている。しかしながらシティズンシップ
を持たない外国人労働者は、教育や医療等さ
まざまな機会へのアクセスが容易でない状
況にある。 

したがって、いまだ社会福祉においてその
課題認識が十分にもたれているとはいえな
い生活者としての外国籍住民の生活困難に
関わる課題を、社会福祉の問題として位置づ
け、社会福祉の支援の新たな方法を探る必要
がある。このような認識をいかに社会的に共
有するかが今後の課題となる。 

現実の進行は急激であり、われわれがアン
ケート調査の結果をまとめ・分析に入った
2008 年秋には、世界不況の影響が大きく日
系ブラジル人の人びとの生活を直撃した。
2008 年の秋以降の動向を調査結果との関係
でみると、就労状況は間接雇用であり、雇用
期間が 1 年未満の者が 4 分の１、2 年未満の
者でも４割であったように雇用が不安定な
状況であること示していたが、この世界不況
における日系ブラジル人の失業はまさにそ
の不安定さに基づくものといえる。 

かれらの抱いていた生活面での心配とし
ての「仕事が継続して得られるかどうか」と
いう不安が現実のものになった。そして失業
は、居住の場としての住居の喪失にも直結し
て現れている。派遣業者の寮にいた者は居場
所を失い、また住宅を購入したものはそのロ
ーンの返済の困難な状況に置かれている。親
の収入の減少は、子どもの就学にも大きな影
響を及ぼしている。不安定就労がもたらす影
響が連鎖となって生活課題を生じさせてお
り、ここに生活課題の複合化をみてとること
ができる。しかし、生活者として日本での「定
住」生活を始めた人びとは、「不安定定住」
に起因するさまざまな困難に立ち向かいつ
つ、今も生活の営みを続けている。 
なお、当初の地域間比較という観点につい

て触れるならば、外国人集住都市会議の会員
市にみられるような集住型地域に対して、大
都市圏においては集住する地域も存在する



 

 

もののオールドカマーである在日韓国・朝鮮
人やインドシナ難民などその構成が多様で
あり、それぞれが抱える課題も多様であるこ
となどから調査対象としての設定にあたっ
てその焦点の絞り込みが難しかった。したが
って今回の研究では大都市圏については、状
況把握としてのヒアリング調査にとどまっ
た。また比較という点においては、この課題
では政策的対応が重要な意味を持つ点から
多文化政策、外国人政策が先行する韓国にお
けるヒアリング調査を 2008 年度に行った。 

韓国ではグローバル化の進行とともに、外
国人労働者だけではなく国際結婚を通じた
結婚移民女性が急増しており、外国人労働者
とともに文化的背景の相違のもとでの地域
社会でのコンフリクト、ＤＶやいじめなどが
社会問題化している。外国籍移住民への生活
支援が、移民政策の 1 つの柱となっている。
韓国における生活支援のいくつかの特徴は、
①韓国における外国からの移住民には外国
人労働者だけではなく、国際結婚による結婚
移民者がおり、その形成する家族に関わる問
題も社会問題として広く認識されているこ
と、②支援においてキリスト教系団体などの
民間団体が大きな役割を果たしていること、
③運営資金は寄付と自治体からの委託によ
るものであること、④外国籍移住民の自立を
促すという基本姿勢を持つことなどである。 

移住民＝定住外国人の増加は、地域社会に
大きな影響を与え、さまざまな社会的制度の
変化を促進すると見られる。とくに定住化が
進展する現在、福祉的視点が重要なのは、定
住地での生活は「貧困の再生産」につながる
要素を強く持っている点にあり、生活支援は
欠くことができないものである。異なる複数
の文化の共存可能性を探る試みとしての多
文化主義の考え方を基礎にした、福祉コミュ
ニティを中核にして形成される多文化福祉
社会のあり様が、いま、ここに問われている。 
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